
２０２６年 ６月１２日 

 

基金事務担当者 様 

出 版 企 業 年 金 基 金 

 

２０２６年度「算定基礎届」について 

 

 当基金の事業にご協力いただきありがとうございます。 

さて、出版企業年金基金では規約の定めにより、厚生年金保険被保険者の標準報酬月額を基準給与とし

て用いることとされており、毎年加入者の方々の掛金の算出の基礎となる標準報酬月額をお届出いただ

いております。 

今年度は下記のとおり実施いたしますので、ご協力をお願いいたします。 

 

記 

1.提出期限 

 2026 年 7 月 10 日（金）必着 

 ※算定基礎届は原則、電子申請、郵送にてご提出ください。（来所も可） 

 

2.対象者 

 2026 年 7 月 1 日現在の加入者 

 （ただし、65 歳喪失者、同年 6月 1日以降の資格取得者及び 7・8・9月の随時改定（予定）者を除く） 

 

3.提出方法 

（1）【電子申請・1 件入力】 

① 電子申請システムにて入力 

 ※加入者番号を入力してください。また、マイナンバーは収録しないでください。 

 

（2）【電子申請・日本年金機構の届書作成プログラム】 

① CSV 形式届出総括票・・・1 部（PDF ファイルにしてアップロードしてください） 

② 算定基礎届電子データ・・厚生年金基金用の提出データ KNFD0006．CSV 

  ※「CSV 形式届出総括票」と「算定基礎電子データ」を zip ファイルに圧縮したデータにし、電子

申請システムのファイル管理メニューからアップロードして提出してください。 

 ※加入者番号を入力してください。また、マイナンバーは収録しないでください。 

 

（3）【電子媒体（CD）】 

① CSV 形式届出総括票・・・1 部 

② 算定基礎届電子媒体（CD） 

 ※加入者番号を入力してください。また、マイナンバーは収録しないでください。 

 

（4）【紙媒体】 

① 算定基礎届                              裏面に続く 



 ※昨年紙媒体でご提出の事業所には、2026 年 5 月末現在の加入者について、氏名・生年月日等の   

  基本項目を印字した用紙を同封いたします。 

 ※健康保険の欄には従前の給与額は印字されていません。 

 ※「健康保険」「厚生年金保険」提出用の用紙で届け出る場合は、必ず届書タイトル付近に「基 

   金用」と表示し、基金の事業所番号、加入者番号を追記してください。また、マイナンバーは記入

しないでください。 

 ※総括表の添付は不要です。 

＜送付先＞ 

 

 

 

 

 

 

 
4.添付書類について 

 添付書類（賃金台帳や年間平均の算定・随時改定の申立書や同意書等）は不要です。 

  

5.決定通知書の送付について 

 決定通知書は、9月以降順次事業所宛に送付、アップロードいたします。 

 

 ※届出を代行する委託先が届書控や通知書を受領したい場合は、切手を貼付した返信 

  用封筒と届書控を併せて提出してください。 

 

6.その他 

 （1）「２０２６年度版 算定基礎届・月額変更届 記載の手引き」は当基金ホームページの「事業主・ 

    事務担当者の方」のアイコンをクリックし、メニューの「事務担当者の手続き」のページに掲載  

    しております。または、下記ＵＲＬか二次元コードよりダウンロードしてください。 

 

 

ＵＲＬ：https://syupan-kikin.or.jp/procedure/pdf/calculation.pdf 

       

 

 

（2）別紙「算定基礎届についてよくあるご質問（Ｑ＆Ａ）」を同封いたしましたので、 

ご覧ください。 

 

 

 

 

〒１０１－００５１ 東京都千代田区神田神保町１－３２ 出版クラブビル 7Ｆ 

出版企業年金基金 算定係 行 

※年金事務所・健康保険組合にはそれぞれ直接ご提出ください。 

（お問い合わせ先） 

出版企業年金基金 業務部業務課 

電話 ０３－５２５９－９１１１ 
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算定基礎届についてよくあるご質問（Ｑ＆Ａ） 

 

●電子申請・電子媒体（ＣＤ）による届出について 

 

Ｑ１：  

 

Ａ：  

 

日本年金機構の届書作成プログラムでは、基金番号の４桁を設定する仕様となっていま

すが、どのように設定すればいいですか？ 

事業所番号を４桁で設定してください。４桁未満の事業所は数字の頭に０を付けて４桁

にしてください。例：１→０００１ 

Ｑ２：  

Ａ： 

６５歳以上の従業員が含まれている場合は、どのように作成すればいいですか？ 

全員分を通常どおり作成した後、お手数ですが、基金提出分のみ６５歳以上の方を削除し

てください。 

Ｑ３：  

Ａ：  

 

休職中や月の途中で入社した従業員はどのように作成すればいいですか？ 

当該加入者の方の備考欄に「休職中」等、その旨を収録してください。 

※給与支払基礎日数は正しく設定してください。 

Ｑ４：  

 

Ａ：  

 

アルバイトの従業員は基金の加入者としないことを労働協約で規定している場合は、ど

のように作成すればいいですか？ 

加入除外を設けている事業所でも、加入者と加入除外者ともに作成が必要です。加入除外

の対象者の方についても加入者の方と同様に届出を作成し、その方の備考欄に「基金加入

除外（アルバイト）」と収録してください。 

 

●紙媒体届出の作成について 

 

Ｑ１： 

Ａ： 

 

基金の加入者番号の記載は必要ですか？ 

基金の加入者番号は必ず記載してください。 

 
 

※加入者番号の記載がない場合、お返しすることがあります。ご不明な場合は、基金へお

問い合わせください。 

別 紙 
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Ｑ２： 

Ａ： 

 

二か所以上の事業所に勤務している加入者の場合は、どのように記載すればいいですか？ 

当該加入者の方の備考欄の「１.二以上勤務」を○で囲み、勤務されている事業所ごとに算

定基礎届を作成してください。また、選択事業所の届出の修正平均額の欄に選択事業所と非

選択事業所の平均額の合計を記入してください。 

 

記入例：選択事業所 

 
 

記入例：非選択事業所 

 
 



3 

 

Ｑ３： 

 

Ａ： 

 

７月、８月、９月改定の月額変更に該当する加入者の場合は、どのように記載すればいいで

すか？ 

備考欄の「２.月変予定」を○で囲み、( )内に月額変更を予定している月を記入し、７月

改定に該当する加入者の場合は月額変更届を算定基礎届と同時に提出してください。ま

た、８月、９月改定に該当する場合は、改定月になりましたら月額変更届を提出してくだ

さい。 

Ｑ４： 

Ａ： 

 

休職している従業員がいる場合、どのように記載すればいいですか？ 

当該加入者の方の備考欄の「４.（病休・育休・産休）等」を○で囲み、「 」内に休職の

開始日を記入してください。 

Ｑ５： 

Ａ： 

 

６５歳以上の従業員の記載は必要ですか？ 

基金の加入者資格は６５歳で喪失するため、記載は不要です。独自様式の届出用紙を使用し

６５歳以上の従業員の方について作成されている場合は、基金分の届出用紙のみ当該加入者

の方の備考欄に「６５歳以上」と記載してください。 

Ｑ６： 

 

Ａ： 

 

アルバイトの従業員は基金の加入者としないことを労働協約で規定している場合は、どのよ

うに記載すればいいですか？ 

加入除外を設けている事業所でも、加入者と加入除外者ともに記載が必要です。加入除外の

対象者の方についても加入者の方と同様に届出を作成し、その方の備考欄の「８.その他」

を○で囲み( )内に「基金加入除外（アルバイト）」と記載してください。 

 

●訂正届・取消届について 

 

Ｑ１： 

Ａ： 

 

電子申請で算定基礎届を提出しましたが、訂正がありました。どうしたらいいですか。 

状況によって訂正届の提出方法が異なります。お手数ですが、基金にお問い合わせください。 

Ｑ２： 

Ａ： 

 

紙媒体で算定基礎届を提出しましたが、訂正がありました。どうしたらいいですか。 

該当の方のみ、紙媒体で算定基礎届の訂正届のご提出をお願いいたします。 

 

Ｑ３： 

Ａ： 

 

訂正届・取消届の書き方について教えてください。 

記入例：報酬月額２６０,０００円から２８０,０００円に訂正する場合（赤黒訂正） 
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記入例：提出済みの令和８年の算定基礎届を取り消す場合 

 

 

 

 

 

※その他、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。 

（お問い合わせ先）出版企業年金基金 業務部業務課 ＴＥＬ０３－５２５９－９１１１ 

  


